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処分の概要 農用地の保全等に関する協定の認定

法 令 名

根 拠 条 項
集落地域整備法 第8条第1項

法 令 番 号 昭和62年法律第63号

【基準】

法第9条第1項の規定による。

(協定の認定等)

第9条 市町村長は、前条第1項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認

定をするものとする。

(1) 申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。

(2) 協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものである

こと。

(3) 協定の内容が集落農業振興地域整備計画の達成に資すると認められるものであるこ

と。

標準処理期間 30日

備考

設 定 年 月 日 令和 3 年 7 月 1 日 最終変更年月日 年  月  日


